
議案第５４号 

 

   大野市３人っ子応援プロジェクトの取扱い等を定める要綱の一部改正  

について 

 

         令和４年８月２２日提出 

 

                     大野市教育委員会 

                     教育長 久保俊岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 

  福井県が定める子だくさんふくいプロジェクト実施要綱に基づき、支援事業の

取扱い等に関し一部改正を行う  



大野市教育委員会告示第   号  

 

 大野市３人っ子応援プロジェクトの取扱い等を定める要綱（令和３年教育委員会

告示第２５号）の一部を次のように改正する。  

 

         令和４年８月  日  

 

                     大野市教育委員会 

 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後  改正前 

   大 野 市子 だ く さん 応援 プ ロジ ェ

クトの取扱い等を定める要綱  

（趣旨） 

第１ 条  こ の要 綱 は 、福 井県 が 定め る

子 だ く さ んふ く い プ ロ ジ ェ ク ト実 施

要 綱 に 基 づき 実 施 す る 大 野 市 子だ く

さ ん 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト に よ る 子育 て

支 援 事 業 の利 用 料 無 料 化 の 対 象、 取

扱 い 等 に 関し 、 必 要 な 事 項 を 定め る

ものとする。 

（申請の手続等） 

第４ 条  前 条の 規 定 の適 用を 受 けよ う

と す る 児 童 の 保 護 者 （ 以 下 「 申 請 者

」 と い う 。 ） は 、 子 だ く さ ん 応 援 プ

ロ ジ ェ ク ト 対 象 児 童 申 請 書 （ 様 式 第

１ 号 ） を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ

ばならない。 

２  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 申 請が あ

   大 野 市３ 人 っ 子 応 援プ ロ ジェ ク

トの取扱い等を定める要綱 

（趣旨） 

第１ 条  こ の要 綱 は 、 福 井県 が 定め る

子 だ く さ んふ く い プ ロ ジ ェ ク ト実 施

要 綱 に 基 づき 実 施 す る 大 野 市 ３人 っ

子 応 援 プ ロジ ェ ク ト に よ る 子 育 て 支

援 事 業 の 利用 料 無 料 化 の 対 象 、取 扱

い 等 に 関 し、 必 要 な 事 項 を 定 める も

のとする。 

（申請の手続等） 

第４ 条  前 条の 規 定 の 適 用を 受 けよ う

と す る 児 童 の 保 護 者 （ 以 下 「 申 請 者

」 と い う 。 ） は 、 ３ 人 っ 子 応 援 プ ロ

ジ ェ ク ト 対 象 児 童 申 請 書 （ 様 式 第 １

号 ） を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

ならない。 

２  教 育 委員 会 は 、 前 項 の 申 請が あ



っ た と き は 、 当 該 申 請 児 童 に つ い

て 別 表 に 掲 げ る 対 象 児 童 の 要 件 の

該 当 の 有 無 を 審 査 し 、 該 当 す る と

認 め る と き は 、 子 だ く さ ん 応 援 プ

ロ ジ ェ ク ト 対 象 児 童 認 定 通 知 書

（ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 認 定 通 知 書

」 と い う 。 ） に よ り 当 該 申 請 者 に

通知するものとする。 

３・４ （略）  

っ た と き は 、 当 該 申 請 児 童 に つ い

て 別 表 に 掲 げ る 対 象 児 童 の 要 件 の

該 当 の 有 無 を 審 査 し 、 該 当 す る と

認 め る と き は 、 ３ 人 っ 子 応 援 プ ロ

ジ ェ ク ト 対 象 児 童 認 定 通 知 書 （ 様

式 第 ２ 号 。 以 下 「 認 定 通 知 書 」 と

い う 。 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知

するものとする。 

３・４ （略）  

 別表を別紙のように改める。  

様式第１号及び２号中「３人っ子」を「子だくさん」に改める。  

   附  則  

 この要綱は、令和４年９月１日から施行する。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

事業 対象児童 利用料 

一 時 預 か り

事業 

２人以 上 の児童 を養 育

する世 帯 に属す る 第 ２

子以 降の 就学前 の児 童

で、大 野 市に住 所を 有

するもの 

利用料を無料とする。 

ただし、無料とする利用料の１日当た

りの上限を児童１人につき２，０００

円（半日利用の場合は１，０００円）

とし、無料とする前の利用料が上限を

超える場合は、当該無料とする前の利

用料と上限との差額とする。  

病 児 デ イ ケ

ア事業 

２人以 上 の児童 を養 育

する世 帯 に属す る 第 ２

子以 降の 就学前 の児 童

で、大 野 市に住 所を 有

するもの 

利用料を無料とする。 

ただし、無料とする利用料の１日当た

りの上限を児童１人につき２，０００

円（半日利用の場合は１，０００円）

とし、無料とする前の利用料が上限を

超える場合は、当該無料とする前の利

用料と上限との差額とする。  

す み ず み 子

育 て サ ポ ー

ト事業 

２人以 上 の児童 を養 育

する世 帯 に属す る 第 ２

子以 降の 就学前 まで の

児童で 、 大野市 に住 所

を有するもの 

利用料を無料とする。 

ただし、無料とする利用料の１時間当

たりの上限を児童１人につき７００円

とし、無料とする前の利用料が上限を

超える場合は、当該無料とする前の利

用料と上限との差額とする。  

 備考  

１  「児童」とは、出生の日か ら１８歳に達 する日以後の最 初の３月３１  

日までの間にあるものとする。  

２  一時預かり事業及び病児デ イケア事業に おいて、他の市 町（福井県内  

の市町に限る。）との間で対象事業の広域利用に関する委託契約を締結し

た場合は、当該他の市町に住所を有する児童について、表中の住所に対す

る規定を適用しないことができるものとする。  

３  世帯の養育する児童の数に 変更があった ことにより、月 の途中から対  

象となる要件を満たさない児童については、当該月の末日までの間に限り、



対象児童とみなすものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第４条関係) 

 

子だくさん応援プロジェクト対象児童申請書  

 

                             年   月   日  

  大野市教育委員会教育長 様  

                申請者（保護者）  

                  住   所  

                  氏   名  

                  電話番号  

 

 次の事業について、利用料金の無料化を受けたいので対象児童を申請します。  

利用事業名 □一時預かり  □病児デイケア  □すみずみ子育てサポート 

利用施設名  

世帯主氏名  

保護 者が 養育

する子 

（養育 する 子す

べてを 記入 して

ください。）  

氏  名  
保 護 者 と

の続柄  
生年月日 性別  年齢 

対 象 と な る 子

（ 〇 を 記 入 ）  

      

      

      

      

      

その他   

 ※  利用事業名欄は、該当する□にレ印を記入すること。  

                           ※教育委員会記入欄 

該当  非該当 

 



様式第２号(第４条関係) 

 

子だくさん応援プロジェクト対象児童認定通知書  

 

                             年   月   日  

  申請者 

               様  

 

                      大野市教育委員会教育長     

 

 

 次の事業の利用について、利用料金無料化の対象児童として認めます。  

利用事業名 □一時預かり  □病児デイケア  □すみずみ子育てサポート 

利用施設名  

保護 者住 所、

氏名 

住  所  

氏  名  

対象児童氏名 

氏  名  
保 護 者 と

の続柄  
生年月日 性別  対象となる期間 

      年   月まで  

      年   月まで  

      年   月まで  

特記事項  

 注１ 対象となる期間は、当該対象児童が満６歳に達する日以後の最初の３月３

１日までとなります。 

  ２  事業を利用するときは、この通知書を利用施設に提示してください。  

  ３  対象児童が、対象となる期間を満了する前に対象外となる事由が発生した

ときは、速やかにその旨を届け出てください。  

 


